
平成２６年度 指定管理者評価結果 
 

所管課 健康福祉部 障害福祉課 

 

１ 施設の概要等 
施 設 名 岐阜県聴覚障害者情報センター 

施 設 所 在 地 岐阜市薮田南５－１４－５３ 

指 定 管 理 者 

(共同体構成員) 

一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会 

指 定 期 間 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 

主 な 施 設 ビデオ製作室、ボランティア室、相談室など 

 

２ 前年度の評価員会議の主な意見及び対応 
前年度の評価員会議の意見 対応状況 

・各種講座や研修、ライブラリーなどの各実施

事業の周知のみならず、聴覚障がい者の方の

相談、情報提供等の拠点としてのセンターの

存在そのものについて積極的に周知を図る

こと。 

センターの周知を図るため、以下の対応を行っ 

た。 

・平成 27 年 3 月 15 日に開催された「第 42 回

耳の日フェスティバル」においてセンターの

ブースを設置し PR活動を行った。 

・平成 26年 11月 22日・23日に開催された岐

阜聾学校の文化祭「岐聾祭」においてセンタ

ーのブースを設置し、ＰＲ活動（パネル展示

やミニクイズ）を実施した。 

・センターPR のための字幕入り DVD を制作し

た。 

・平成 27年 11月には例年どおり「センターふ

れあい Week」を開催した。 

・現在、センターの業務等を分かりやすく記載

したポスターを作成中、平成 27 年度中に公

的機関等に配布する予定。 

・聴覚障がい者の方々が抱えている問題に対

し、センターとして何ができるかを考え、聴

覚障がい者の方々の生活向上に努めること。 

・上記の対応により引き続きセンターや各種事

業の周知を図り、聴覚障がい者の方々が来所

しやすくなるように努めた。 

・平成 26年度の「センターふれあい Week」に

おいて、福祉機器の展示等を行い、実際に機

器を体験してもらった。今年度は聴覚障がい

者の作品展や福祉機器の展示を行い、聴覚障

がい者の理解・普及に努めた。 

・手話の普及に努めること。 ・手話や要約筆記教室の開催を継続的に実施し

た。 



・県民に対し、聴覚障がい者への啓発を図り、

手話等の広報活動（アウトリーチ活動）を行っ

た。（対象は県内市町村職員等） 

 

３ 平成２６年度評価結果 

評価員会議 

の評価・意見 

【評価についての意見】 

協定書に定めるサービス水準を満たし、適切に管理されている。 

今後は、施設の機能向上のため、次の取り組みを検討されたい。 

 

１．各種講座や研修、ライブラリーなどの各実施事業の周知のみならず、聴覚障

がい者の方の相談、情報提供等の拠点としてのセンターの存在そのものにつ

いて積極的に周知を図ること。 

２．聴覚障がい者の方々が抱えている問題に対し、センターとして何ができるか

を考え、聴覚障がい者の方々の生活向上に努めること。 

３．手話の普及に努めること。 

 

県 の 評 価 
協定書に定めるサービス水準を満たし、適切に管理されている。 

評価員会議において指摘された項目について、取り組みを検討されたい。 

 


